
第１号議案

令和２年度全国学力・学習状況調査の参加について

 全国学力・学習状況調査の参加について，別紙「令和２年度全国学力・学習状況調査に

関する実施要領」を添えて教育委員会の審議に付します。

令和２年１月２９日

一宮市教育委員会

 教育長 高橋 信哉

提 案 理 由

 一宮市立小中学校の令和２年度全国学力・学習状況調査の参加について，教育委員会の

議決を求めるため，本案を提出します。



令和２年度 全国学力・学習状況調査（案）

調査の主体

文部科学省

調査の方法

別紙「令和２年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」による

調査の実施日 

令和２年４月１６日（木）

調査の対象者 

小学校 ４２校 ６年生全員

 中学校 １９校 ３年生全員

調査教科

 小学校 国語・算数

 中学校 国語・数学



























































                             第２号議案 

令和２年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて 

 令和２年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて、別紙案を添えて

教育委員会の審議に付します。 

令和２年 1 月２９日 

                       一宮市教育委員会    

                       教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

 令和２年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて、教育委員会の議

決を求めるため、本案を提出します。 



令和２年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて（案） 

１ 一宮市の基本的な考え方 

  国の示している「令和２年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」に

基づいて取扱う。 

２ 一宮市における結果の公表 

  一宮市における公立小中学校の学校別の調査結果、市全体の調査結果の数値

による公表をしない。 



平成３１年度（令和元年度） 

全国学力・学習状況調査について 一宮市全体の状況 

◆ 調査実施日 

  平成３１年４月１８日（木） 

◆ 調査実施者数 

調 査 学 年 参 加 学 校 数 参 加 人 数 

小学校６年生 ４２校 ３，５６１人 

中学校３年生 １９校 ３，４４６人 

◆ 調査の内容 

【教科に関する調査（国語、算数・数学、英語）】 

   出題範囲は、調査する学年の前学年までに含まれる指導事項を原則とし、出題内容

は、それぞれの学年・教科に関し、以下のとおりとする。 

（１）身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活にお

いて不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等  

（２）知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想

を立て実践し評価・改善する力等に関わる内容   

調査問題では、上記（１）と（２）を一体的に問うこととする。 

【生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査】 

児童生徒に関する調査 学校に対する調査 

・国語・英語への興味・関心 

・授業内容の理解度 

・読書時間 

・勉強時間の状況

                など 

・授業の改善に関する取組 

・指導方法の工夫 

・学校運営に関する取組 

・家庭・地域との連携の状況

                など 



◆ 教科に関する調査の結果 

【小学校６年生の状況】 

国 

語

全国平均正答率と比べ、低い状況です。 

・『伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項』の領域において、「学年別漢字配当

表に示されている漢字を文の中で正しく使うこと」に課題があります。 

算 

数

全国平均正答率とほぼ同程度の状況です。 

・『図形』の領域において、「図形の性質や構成要素に着目し、ほかの図形を構成する

こと」は、全国平均をやや上回っています。

・『数と計算』の領域において、「加法と除法の混合した整数と小数の計算をすること」

に課題があります。 

【中学校３年生の状況】 

国 

語

全国平均正答率とほぼ同程度の状況です。 

・『読むこと』の領域において、「文章の展開に即して情報を整理し、内容を捉えるこ

と」は、全国平均を上回っています。 

・『話すこと・聞くこと』の領域において、「相手に分かりやすく伝わる表現について

理解すること」に課題があります。 

数 

学

全国平均正答率と比べ、高い状況です。 

・『数と式』、『関数』、『資料の活用』の領域において、全国平均正答率を大きく上回

っています。 

・『図形』の領域において、「反例の意味を理解していること」にやや課題があります。 

英 

語

全国平均正答率と同程度の状況です。 

・『書くこと』の領域において、「与えられた情報に基づいて、一般動詞の 3 人称単数

現在時制の否定文を正確に書くこと」は、全国平均正答率を大きく上回っています。 

・『聞くこと』の領域において、「日常的な話題について、情報を正確に聞き取ること」

に課題があります。 



◆ 生活習慣や学習環境に関する質問紙調査（児童生徒に対する調査）の結果 

【小学校６年生の状況】 

肯定的な回答が全国値に比較して多い項目 肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・今住んでいる地域の行事に参加していま

すか。 

・新聞を読んでいますか。 

・人が困っているときは、進んで助けていま

すか。 

・あなたの学級では、学級生活をよりよくす

るために学級会で話し合い、互いの意見

のよさを生かして解決方法を決めている

と思いますか。 

・先生は、あなたのよいところを認めてくれ

ていると思いますか。 

【中学校３年生の状況】 

肯定的な回答が全国値に比較して多い項目 肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・学校の部活動に参加していますか。 

・読書は好きですか。 

・人が困っているときは、進んで助けていま

すか。 

・毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。 

・日本やあなたが住んでいる地域のことに

ついて、外国の人にもっと知ってもらい

たいと思いますか。 

・学校に行くのは楽しいと思いますか。 

◆ 調査結果を受けての取り組み 

教育委員会の取り組み 学校の取り組み例 

・各学校に、全国学力・学習状況調査の結果を分析

させ、自校の強みと弱みを把握させる。強みは生

かし、弱みを克服するための対策を練らせる。 

・「報告書」「授業アイディア例」などを活用した授

業改善の方法について研修する。 

・教師の指導力向上を図る専門委員会で、モデル指

導案を作成したり、授業改善を目指した研修会を

開催したりする。 

・自校の課題解決に向けた研修の実

施 

・ペア、グループ活動を取り入れる

など学習活動の工夫 

・校内漢字・計算コンクールの実施 

・授業前後の小テストの実施 

             など 

































第４号議案 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議

に付します。 

令和２年１月２９日 

一宮市教育委員会 

教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

選出団体役員改選のため、社会教育法第１５条の規定により、本案を提出します。



１．一宮市社会教育委員 解嘱該当者 

（解嘱日 令和２年１月３１日） 

氏  名 備  考 

青山
あおやま

 直生
なお き

社会教育関係者 

一宮青年会議所 

副理事長退任のため 

２．一宮市社会教育委員 委嘱候補者 

氏  名 備  考 
新任 

再任 

平田
ひら た

 浩一
こういち

社会教育関係者

一宮青年会議所

副理事長就任の

ため 

新 

３．委嘱期間 

令和２年２月１日から令和２年３月 31 日まで 

※ 一宮市社会教育委員の定数等に関する条例第４条の規定に基づく前任

者の残任期間 



（順不同・敬称略）

令和２.２.１現在

鵜 飼 和 司 学 識 経 験 者

今 川 峰 子 〃

益 川 浩 一 〃

小 河 元 男 〃

大 島 美 智 子 〃

小 川 典 子 〃

馬 渕 博 〃

小 川 正 彦 一宮市小中学校長会

杉 本 智 一宮市公民館長連絡協議会

尾 関 勝 子 一宮市地域女性団体連絡会

不 破 皓 一宮市芸術文化協会

大 竹 幹 雄 一宮市スポーツ協会

平 田 浩 一 一宮青年会議所 新

近 藤 朝 子
一宮市小中学校PTA
連絡協議会母親代表会

若 林 眞 由 美 子育てネットワーカー

備  考

一  宮  市  社  会  教  育  委  員  名  簿

氏　　名 所属団体等



○社会教育法              (昭和二十四年六月十日 法律第二百七号) 

(社会教育委員の設置) 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

○一宮市社会教育委員の定数等に関する条例   （昭和 25 年 1 月 27 日 条例第 3号） 

第 1条 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 15 条の規定に基づき、本市に一宮市社会

教育委員(以下「委員」という。)を置く。 

第 2条 委員の定数は、15 名以内とする。 

第 3条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。 

第 4条 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 5条 一宮市教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱するこ

とができる。 

第 6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に一宮市教育委員会

が定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(昭和 31 年 1 月 4 日条例第 5号) 

この条例は、公布の日より施行する。 

付 則(平成 14 年 6 月 26 日条例第 21 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 









第６号議案

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。

令和２年１月２９日

一宮市教育委員会      

教育長 高 橋 信 哉 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業










